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   通学区域の設定について（諮問）  

 児童・生徒の通学の安全と地域の実情を考慮し、流山市立江戸川台小

学校及び流山市立東深井小学校並びに流山市立北部中学校及び流山市立

東深井中学校の通学区域を別添のとおり変更することについて、流山市

通学区域審議会条例（昭和５２年流山市条例第１５号）第２条の規定に

より諮問します。  

 

 










